
 

 

 

 

 

当署では３月２４日、巣鴨救急隊と目白救急隊の救急 

車が更新され、運用開始式を実施しました。救急隊長 

は「けが人や重症に陥った人の命を救う、という 

緊迫した時間を共にしてきた旧車両との別れはいつも 

淋しい。ご苦労様でした。そして、ありがとうの気持ち 

でいっぱいです。」と話しました。 

早坂署長は「安全・確実・迅速が求められる救急活動。 

その確保のために更新されたもの。しっかりと都民の 

期待に応えてほしい。」と訓示し、この日、新たに２台 

の救急車が活動をスタートさせました。 
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